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あま市国民健康保険税条例の一部改正新旧対照表                          （議案第  号関係） 

新 旧 

（課税額） （課税額） 

第２条 略 第２条 略 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）

及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割

額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただ

し、当該合算額が６５万円を超える場合においては、基礎課税額は、

６５万円とする。 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）

及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割

額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額

とする。ただし、当該合算額が６５万円を超える場合においては、基

礎課税額は、６５万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２項

の世帯主を除く。）及びその世帯に属する被保険者につき算定した所

得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。

ただし、当該合算額が２０万円を超える場合においては、後期高齢者

支援金等課税額は、２０万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２項

の世帯主を除く。）及びその世帯に属する被保険者につき算定した所

得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合

算額とする。ただし、当該合算額が２０万円を超える場合においては、

後期高齢者支援金等課税額は、２０万円とする。 

４ 第１項第３号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者であ

る世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する介護

納付金課税被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額

及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が１７万円

を超える場合においては、介護納付金課税額は、１７万円とする。 

４ 第１項第３号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者であ

る世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する介護

納付金課税被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並びに被保

険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算

額が１７万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、１７万

円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額） （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額） 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に

係る地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に

係る地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第
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３１４条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額

から同条第２項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得

金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」という。）に１０

０分の６．３５を乗じて算定する。 

３１４条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額

から同条第２項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得

金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」という。）に１０

０分の５．８０を乗じて算定する。 

２ 略 ２ 略 

 （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の資産割額） 

第４条 削除 第４条 第２条第２項の資産割額は、当該年度分の固定資産税額のうち、

土地及び家屋に係る部分の額に１００分の４．６を乗じて算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額） （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額） 

第５条 第２条第２項の被保険者均等割額は、被保険者１人について２

万７，０００円とする。 

第５条 第２条第２項の被保険者均等割額は、被保険者１人について２

万５，９００円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額） （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額） 

第５条の２ 第２条第２項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯

の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第５条の２ 同左 

(1) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第８号の

規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失

した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同

じ。）と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の

属する月（以下この号において「特定月」という。）以後５年を経

過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場

合に限る。）をいう。次号、第７条の３及び第２３条第１項におい

て同じ。）及び特定継続世帯（特定同一世帯所属者と同一の世帯に

属する被保険者が属する世帯であって特定月以後５年を経過する月

の翌月から特定月以後８年を経過する月までの間にあるもの（当該

(1) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第８号の

規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失

した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同

じ。）と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の

属する月（以下この号において「特定月」という。）以後５年を経

過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場

合に限る。）をいう。次号、第７条の３及び第２３条第１項におい

て同じ。）及び特定継続世帯（特定同一世帯所属者と同一の世帯に

属する被保険者が属する世帯であって特定月以後５年を経過する月

の翌月から特定月以後８年を経過する月までの間にあるもの（当該
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世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。第３号、第７

条の３及び第２３条第１項において同じ。）以外の世帯 １万７，

７００円 

世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。第３号、第７

条の３及び第２３条第１項において同じ。）以外の世帯 １万７，

６００円 

(2) 特定世帯 ８，８５０円 (2) 特定世帯 ８，８００円 

(3) 特定継続世帯 １万３，２７５円 (3) 特定継続世帯 １万３，２００円 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割

額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割

額） 

第６条 第２条第３項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に１０

０分の２．５３を乗じて算定する。 

第６条 第２条第３項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に１０

０分の２．２９を乗じて算定する。 

 （国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の資産割

額） 

第７条 削除 第７条 第２条第３項の資産割額は、当該年度分の固定資産税額のうち、

土地及び家屋に係る部分の額に１００分の１を乗じて算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険

者均等割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険

者均等割額） 

第７条の２ 第２条第３項の被保険者均等割額は、被保険者１人につい

て１万２００円とする。 

第７条の２ 第２条第３項の被保険者均等割額は、被保険者１人につい

て９，４００円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別

平等割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別

平等割額） 

第７条の３ 第２条第３項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯

の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第７条の３ 同左 

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ６，６００円 (1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ６，４００円 

(2) 特定世帯 ３，３００円 (2) 特定世帯 ３，２００円 

(3) 特定継続世帯 ４，９５０円 (3) 特定継続世帯 ４，８００円 
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（介護納付金課税被保険者に係る所得割額） （介護納付金課税被保険者に係る所得割額） 

第８条 第２条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基

礎控除後の総所得金額等に１００分の２．３１を乗じて算定する。 

第８条 第２条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基

礎控除後の総所得金額等に１００分の２．１７を乗じて算定する。 

 （介護納付金課税被保険者に係る資産割額） 

第９条 削除 第９条 第２条第４項の資産割額は、介護納付金課税被保険者に係る当

該年度分の固定資産税のうち、土地及び家屋に係る部分の額に１００

分の１．４を乗じて算定する。 

（介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額） （介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額） 

第９条の２ 第２条第４項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保

険者１人について１万１，８００円とする。 

第９条の２ 第２条第４項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保

険者１人について１万１，６００円とする。 

（介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額） （介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額） 

第９条の３ 第２条第４項の世帯別平等割額は、１世帯について６，０

００円とする。 

第９条の３ 第２条第４項の世帯別平等割額は、１世帯について５，９

００円とする。 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第２３条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に

対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額

からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が６

５万円を超える場合には、６５万円）、同条第３項本文の後期高齢者

支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額

して得た額が２０万円を超える場合には、２０万円）並びに同条第４

項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が１７万円を超える場合には、１７万円）の合

算額とする。 

第２３条 同左 

(1) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額 (1) 同左 
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の合算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健

康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する

者（前年中に法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額に係る

所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給

与所得について同条第３項に規定する給与所得控除額の控除を受け

た者（同条第１項に規定する給与等の収入金額が５５万円を超える

者に限る。）をいう。以下この号において同じ。）の数及び公的年

金等に係る所得を有する者（前年中に法第７０３条の５第１項に規

定する総所得金額に係る所得税法第３５条第３項に規定する公的年

金等に係る所得について同条第４項に規定する公的年金等控除額の

控除を受けた者（年齢６５歳未満の者にあっては当該公的年金等の

収入金額が６０万円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者にあっ

ては当該公的年金等の収入金額が１１０万円を超える者に限る。）

をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の合計数（以下この条

において「給与所得者等の数」という。）が２以上の場合にあって

は、４３万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円

を乗じて得た金額を加算した金額）を超えない世帯に係る納税義務

者 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額

 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人に

ついて １万８，９００円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額

 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人に

ついて １万８，１３０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

イ 同左 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １万２，３９０円 (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １万２，３２０円 

(ｲ) 特定世帯 ６，１９５円 (ｲ) 特定世帯 ６，１６０円 
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(ｳ) 特定継続世帯 ９，２９３円 (ｳ) 特定継続世帯 ９，２４０円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。） １人について ７，１４０円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。） １人について ６，５８０円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める

額 

エ 同左 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ４，６２０円 (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ４，４８０円 

(ｲ) 特定世帯 ２，３１０円 (ｲ) 特定世帯 ２，２４０円 

(ｳ) 特定継続世帯 ３，４６５円 (ｳ) 特定継続世帯 ３，３６０円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金

課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人

について ８，２６０円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金

課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人

について ８，１２０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯につい

て ４，２００円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯につい

て ４，１３０円 

(2) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額

の合算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健

康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数

が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者等の数から

１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保

険者及び特定同一世帯所属者１人につき２８万５，０００円を加算

した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当する者を除

く。） 

(2) 同左 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額
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 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人に

ついて １万３，５００円 

 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人に

ついて １万２，９５０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

イ 同左 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ８，８５０円 (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ８，８００円 

(ｲ) 特定世帯 ４，４２５円 (ｲ) 特定世帯 ４，４００円 

(ｳ) 特定継続世帯 ６，６３８円 (ｳ) 特定継続世帯 ６，６００円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。） １人について ５，１００円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。） １人について ４，７００円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める

額 

エ 同左 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ３，３００円 (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ３，２００円 

(ｲ) 特定世帯 １，６５０円 (ｲ) 特定世帯 １，６００円 

(ｳ) 特定継続世帯 ２，４７５円 (ｳ) 特定継続世帯 ２，４００円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金

課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人

について ５，９００円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金

課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人

について ５，８００円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯につい

て ３，０００円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯につい

て ２，９５０円 

(3) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額

の合算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健

康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数

(3) 同左 
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が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者等の数から

１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保

険者及び特定同一世帯所属者１人につき５２万円を加算した金額を

超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額

 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人に

ついて ５，４００円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額

 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人に

ついて ５，１８０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

イ 同左 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ３，５４０円 (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ３，５２０円 

(ｲ) 特定世帯 １，７７０円 (ｲ) 特定世帯 １，７６０円 

(ｳ) 特定継続世帯 ２，６５５円 (ｳ) 特定継続世帯 ２，６４０円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。） １人について ２，０４０円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。） １人について １，８８０円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める

額 

エ 同左 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １，３２０円 (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １，２８０円 

(ｲ) 特定世帯 ６６０円 (ｲ) 特定世帯 ６４０円 

(ｳ) 特定継続世帯 ９９０円 (ｳ) 特定継続世帯 ９６０円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金

課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人

について ２，３６０円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金

課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人

について ２，３２０円 
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カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯につい

て １，２００円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯につい

て １，１８０円 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する日以後

の最初の３月３１日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）

がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額

（当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均

等割額（前項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、

その減額後の被保険者均等割額）に限る。）は、当該被保険者均等割

額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額

を軽減して得た額とする。 

２ 同左 

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に

定める額 

(1) 同左 

ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 ４，０５０円 ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 ３，８８５円 

イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 ６，７５０円 イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 ６，４７５円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 １万８００円 ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 １万３６０円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 １万３，５００円 エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 １万２，９５０円 

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１

人について次に定める額 

(2) 同左 

ア 前項第１号ウに規定する金額を減額した世帯 １，５３０円 ア 前項第１号ウに規定する金額を減額した世帯 １，４１０円 

イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した世帯 ２，５５０円 イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した世帯 ２，３５０円 

ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した世帯 ４，０８０円 ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した世帯 ３，７６０円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ５，１００円 エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ４，７００円 
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